
重要水防箇所・石手川洪水予報河川

令和８年５月２５日

重信川流域治水協議会
重信川大規模氾濫に関する減災対策協議会
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松山河川国道事務所石手川洪水予報河川の指定について

【経 緯】

R7.3.3 本省、四国地方整備局協議
四国地方整備局と愛媛県の包括協定締結及び

水位周知河川の洪水予報河川への格上げについ

て協議。

R7.3.10 四国地方整備局から愛媛県への水位予測情報

の提供に関する協定」（包括協定）を締結

R8.4.20 重信川水系洪水予報実施河川の追加に係る

協議 について(合意)

R8.5.29 石手川洪水予報河川の告示予定

取扱注意
R5.5.31 気象業法及び水防法の一部を改訂する

法律公布
国土交通大臣が気象庁と共同して洪水予報を行

うものとして指定してきた河川（以下、「国指定河
川」とする。）の水位を予測する過程で取得した都
道府県知事が気象庁と共同して洪水予報を行うも
のとして指定した河川（以下、「都道府県指定河
川」とする。） の予測水位情報を提供することと
なった。
情報提供を希望する場合は、都道府県知事より

地方整備局庁等へ情報提供の依頼及び両者間の
協定・実施要領の締結が必要となる。

R7.12.12 気象業務法及び水防法の一部を改訂
する法律

気象庁は「洪水による重大な災害の起こるおそ
れが著しく大きい場合」に、洪水の危険性を住民
へ迅速かつ確実に伝えるため、洪水の特別警報
を新たに実施。
洪水による氾濫が迫っていることを気象庁や水

防関係者にプッシュ型で情報提供するため、河川
管理者等は、氾濫による危険の切迫を認める場
合に通報。

【松山事務所における動き】
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松山河川国道事務所石手川洪水予報河川の指定について

水位周知河川 予報文 洪水予報河川 予報文
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https://www.mlit.go.jp/river/kasen/yosokusuii/index.html
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